
総務事務システム・路線ソフトの運賃等改定への対応について 

令和元年10月１日の消費税率引き上げに伴い、多くの公共交通機関で運賃・料金の改定が予定されて

います。この運賃等改定について、総務事務システムでは以下のとおり対応します。 

１ 運賃等改定情報の反映時期と未対応の場合の入力方法 

総務事務システムでは、運賃等改定に対応したバージョンの路線ソフト「駅すぱあと」を９月30日

から利用できるようになります。 

ただし、９月30日時点のバージョンでは、運賃等改定情報が一部未対応の事業者があります（鉄道

については、10月３日時点のバージョンで全事業者の運賃等改定が対応済みとなる予定です。）未対

応の事業者を検索した場合は、駅すぱあとの経路図や経路を取り込んだ際に、以下のような表示がさ

れますので、ご注意ください。 

（ア）経路図の表示 

（イ）経路取込時の表示（上図の［選択］ボタンをクリックした際に表示） 

選択した区間の運賃・料金には、運賃等改定前の金額が含まれています。 
実際の金額との差額がある場合は、その差額を「実費」として登録して
ください。 

マークが表示された区間は、運賃

等改定に対応していません。 

別紙

本メッセージは旅費システム上での表示　

通勤届入力時の対応は次ページ参照 
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・給与関連申請システム（通勤届）で上記メッセージが表示された場合 

交通手段で「直接入力（公共交通機関利用）」を選択し、改定後の金額等を入力してください。 

（登録例） 

２ 収録される運賃等の世代数について 

（１）鉄道・高速バス・船舶 

鉄道・高速バス・船舶の運賃等の情報は２世代分収録されており、基準日時点の運賃等が表示さ

れます。（基準日については「３ 各サブシステムの注意点」を参照。） 

よって、改定後の運賃が収録された「駅すぱあと」では、基準日が10月１日以降の場合は、改定

後の運賃等が表示され、基準日が９月30日以前の場合は、改定前の運賃等が表示されます。 

（２）路線バス 

路線バスの運賃情報は、一部のバス会社を除き１世代分しか収録されていないため、10月１日以

降に３月までの基準日の運賃を検索する際は、改定後の運賃が表示される可能性があります。表示

される金額が正しくない場合は、正しい金額を確認の上、その金額を実費入力してください。 

３ 各サブシステムの注意点 

（１）給与関連申請システム（通勤届） 

・「基準日」はシステムを操作する日が初期値となり、路線ソフト画面で変更することもできます。 

・支給開始日が10月１日以降となる通勤届は、10月１日以降に作成してください。 

給与関連支給システムで呼び出した路線ソフト画面上の基準日表示箇所 



（２）賃金等支給システム（通勤手当情報入力） 

・「基準日」はシステムを操作する日が初期値となり、路線ソフト画面で変更することもできます。 

・適用開始日が10月１日以降となる通勤手当情報は、10月１日以降に検索してください。 

賃金等支給システムで呼び出した路線ソフト画面上の基準日表示箇所 




